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議　　事　　日　　程　第１号
令和４年９月22日（木曜日）

午前10時開議
第１　議席の変更
第２　議席の指定
第３　会議録署名議員の指名
第４　会期の決定
第５　常任委員の所属変更の件
第６　常任委員の選任
第７　特別委員の変更及び選任の件
第８　甲第１号議案及び乙第１号議案（知事説明、質疑）

本日の会議に付した事件
日程第１　議席の変更
日程第２　議席の指定
日程第３　会議録署名議員の指名
日程第４　会期の決定
日程第５　常任委員の所属変更の件
日程第６　常任委員の選任
日程第７　特別委員の変更及び選任の件
日程第８　甲第１号議案及び乙第１号議案
　　　　　　甲第１号議案　令和４年度沖縄県一般会計補正予算（第３号）
　　　　　　乙第１号議案　訴えの提起について

出　席　議　員（48名）

令 和 ４ 年
第 ５ 回

令和４年９月22日（木曜日）午前10時開会

沖縄県議会（臨時会）会議録（第１号）

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　照　屋　守　之　君
１　番　　次呂久　成　崇　君
２　番　　喜友名　智　子　さん
３　番　　島　袋　恵　祐　君
４　番　　玉　城　健一郎　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　上　原　快　佐　君
13　番　　新　垣　光　栄　君

14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　山　里　将　雄　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　平　良　昭　一　君
25　番　　仲　村　未　央　さん
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　照　屋　大　河　君



– 8 –

説明のため出席した者の職、氏名

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

29　番　　山　内　末　子　さん
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　仲宗根　　　悟　君
38　番　　崎　山　嗣　幸　君

39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君
48　番　　仲　田　弘　毅　君

玉　城　デニー　君
照　屋　義　実　君
池　田　竹　州　君

知 事　　
副 知 事
副 知 事

知 事 公 室 長
総 務 部 長
土 木 建 築 部 長

嘉　数　　　登　君
宮　城　　　力　君
島　袋　善　明　君

山　城　貴　子　さん
前　田　　　敦　君
佐久田　　　隆　君

事 務 局 長
次 長
議 事 課 長

課 長 補 佐
主 幹
主 査

城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君

　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時１分休憩
　　　午前10時２分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第２　議席の指定を行います。
　上原快佐君の議席は、会議規則第４条第２項の規定
により12番を指定いたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時２分休憩
　　　午前10時３分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次に、報告いたします。
　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案２
件及び補正予算説明書の提出がありました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　会議録署名議員の
指名を行います。
　今期臨時会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　　38番　崎　山　嗣　幸　君　及び
　　　44番　末　松　文　信　君

○○議長（赤嶺　昇君）　ただいまより令和４年第５回
沖縄県議会（臨時会）を開会いたします。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に申し上げます。
　このたびの補欠選挙において御当選になりました那
覇市・南部離島選挙区の上原快佐君を御紹介いたしま
す。
　上原快佐君、御登壇願います。（拍手）
　　　〔上原快佐君登壇〕
○○上原　快佐君　皆さん、おはようございます。
　このたび、那覇市・南部離島選挙区で当選をいたし
ました上原快佐と申します。
　どうぞよろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上で新議員の紹介を終わり
ます。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　議席の変更を行い
ます。
　上原快佐君の議席の指定に関連し、会議規則第４条
第３項の規定により議席を変更いたします。
　変更した議席は、お手元に配付の変更議席表のとお
りであります。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔変更議席表　巻末に掲載〕
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を指名いたします。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　会期の決定を議題
といたします。
　お諮りいたします。
　今期臨時会の会期は、本日から９月26日までの５
日間といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本日から９月26日までの５日間
と決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第５　常任委員の所属変
更の件を議題といたします。
　本件については、議員の辞職に伴い各派の所属議員
数に異動が生じておりますので、常任委員の所属を変
更する必要があります。
　お諮りいたします。
　委員会条例第４条第２項の規定により総務企画委員
の仲宗根悟君を文教厚生委員に委員会の所属を変更い
たしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、総務企画委員の仲宗根悟君を文教厚生委員
に委員会の所属を変更することに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時４分休憩
　　　午前10時５分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第６　常任委員の選任を行います。
　お諮りいたします。
　常任委員の選任については、委員会条例第５条第１
項の規定により上原快佐君を総務企画委員に指名いた
したいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、上原快佐君を総務企画委員に選任すること
に決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第７　特別委員の変更及
び選任の件を議題といたします。
　本件については、議員の辞職に伴い、各派の所属議

員数に異動が生じるとともに、特別委員会に欠員が生
じておりますので、委員の変更及び補欠委員を選任す
る必要があります。
　よって、お諮りいたします。
　まず、委員の変更についてお諮りいたします。
　委員会条例第４条第２項の規定により、子どもの未
来応援特別委員の平良昭一君を新沖縄振興・公共交通
ネットワーク特別委員に変更いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、子どもの未来応援特別委員の平良昭一君を
新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員に変更す
ることに決定いたしました。
○○議長（赤嶺　昇君）　次に、補欠委員の選任につい
てお諮りいたします。
　委員会条例第５条第１項の規定により、子どもの未
来応援特別委員に上原快佐君を指名いたしたいと思い
ます。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、子どもの未来応援特別委員に上原快佐君を
選任することに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　日程第８　甲第１号議案及び
乙第１号議案を議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事提出議案　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　令和４年第５回沖縄県議会（臨時会）の開会に当た
り、提出いたしました議案について、その概要及び提
案の理由を御説明申し上げます。
　今回提出いたしました議案は、予算議案１件、議決
議案１件の合計２件であります。
　甲第１号議案「令和４年度沖縄県一般会計補正予算
（第３号）」は、次に御説明する乙第１号議案に係る
経費について、598万3000円を計上するものであり
ます。
　乙第１号議案は、辺野古新基地建設に係る埋立地用
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途変更・設計概要変更承認申請を不承認とする処分に
係る国土交通大臣の裁決の取消請求について訴えを提
起するため、議会の議決を求めるものであります。
　以上、今回提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしく
お願いいたします。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
○○議長（赤嶺　昇君）　この際、念のため申し上げま
す。
　今期臨時会における議案に対する質疑につきまして
は、９月20日の議会運営委員会において確認された
質疑の方法等に従って行うことにいたします。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入ります。
　甲第１号議案及び乙第１号議案に対する質疑の通告
がありますので、順次発言を許します。
　又吉清義君。
○○又吉　清義君　おはようございます。
　乙第１号議案について質疑をさせていただきたいと
思います。
　まず１点目、議案の概要の１から４の項目につい
て、機関訴訟と抗告訴訟について、皆さん、どのよう
にこれを振り分けしているか、まず伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　行政事件訴訟法第３条において、抗告訴訟とは「行
政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟」とされてお
り、今回の訴訟は、国土交通大臣の裁決を不服として
訴訟を提起するものであります。一方、機関訴訟は、
同法第６条において、「国又は公共団体の機関相互間
における権限の存否又はその行使に関する紛争につい
ての訴訟」とされており、これらは法律に定める場合
において、法律に定める者に限り、提起することがで
きるとされております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　御説明ありがとうございます。
　ですから、１から４の、４項目どのように分類をさ
れておりますかということをお尋ねしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時11分休憩
　　　午前10時14分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　今回提起しますのは、あくまでも抗告訴訟でして、

その前提となるものが令和４年８月12日に提起いた
しました関与取消訴訟（裁決）に係るその関与を取り
消す訴訟でして、それを取り消すために今回その抗告
訴訟というものを提起させていただいているというこ
とでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　そのために４番は確かに抗告訴訟に
なるかと思います。１、２、３は機関訴訟ではないで
すか――で取り扱われていたものではないですかとい
うことですよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時14分休憩
　　　午前10時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず概要の１番を見ていただきたいんですけれど
も、埋立地用途変更・設計概要変更承認申請を不承認
とする処分に係る裁決取消請求事件ということで、先
ほど説明いたしました関与取消訴訟も訴えております
けれども、その裁決そのものを取り消すために今回訴
えを提起させていただいているということでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　どうも意味を理解していないみたい
ですから、一々ここで条例を読み上げている時間は―
―12分しかありませんから、米軍基地関係でたっぷ
りやりたいと思いますので。
　そうすると、皆さん、今ごっちゃ混ぜになっている
云々について、まだ明白じゃないというのが明確に分
かりましたので、次、普天間飛行場代替施設建設事業
が遂行されることにより、本県の利益が侵害されるお
それがあるとありますが、どのような本県の――この
何というんですか、利益が侵害されるのか、ちょっと
御説明お願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　御質問の件につきまして、
国と地方公共団体は、対等・協力の関係であるにもか
かわらず、違法な裁定的関与によって沖縄県の処分が
取り消され、さらに、違法な裁決の趣旨に従い改めて
申請に対する処分をしなければならないということと
なれば、公有水面埋立法に基づき不承認処分を行った
沖縄県の自治権の行使が著しく侵害されることになり
ます。加えて、埋立工事や軟弱地盤の改良工事によっ
て、事業実施区域等の貴重で豊かな自然環境は不可逆
的な被害を受けるなど、地域環境は著しく侵害される
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ということになります。
　沖縄県としましては、国土交通大臣の裁決により、
このような本県の利益が侵害されることになるため、
抗告訴訟を提起し、当該裁決の取消しを求めることと
しているものであります。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　抗告訴訟をするのは別に結構です。
今、知事、大丈夫ですか。違法な処分という表現があ
りましたけれども、埋立承認取消しも具体的に最高裁
でどのように判決が出たか御存じでこのような違法と
いう言葉を使っているわけですよね。最高裁では、こ
ういうのは１件もないです、後から出てきますが。そ
して、なおかつ環境アセスに基づいて、そのしっかり
としたアセスもする中でやっているということも、
まだ知事は理解していないのかなということが、私
ちょっと今、そういうふうに勝手に解釈しております
が、本当にどのような利益が損なわれるか、まあ十分
ではないなということが今はっきりしております。
　次に移らせていただきます。
　改めて埋立地用途変更・設計概要変更承認申請に対
する処分とは、どのような事柄が考えられるかお答え
ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　県としましては、今般
の国土交通大臣の裁決は無効であると考えていること
から、裁決の関与取消訴訟を提起して、裁決が無効で
あるとの判断を求めているところでございます。一方
で、裁決の無効が認められなかった場合には、裁決が
有効であることが確定し、裁決が違法であるとして
も、行政不服審査法上、関係行政庁を拘束し、裁決の
趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければな
らないことになります。この場合の処分には、承認処
分または裁決で取り消された理由とは異なる理由で再
度申請拒否処分をすることが考えられますが、県とし
ましては、国土交通大臣の裁決は違法・無効であると
考えております。
○○又吉　清義君　休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時19分休憩
　　　午前10時19分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　改めて埋立地用途変更・設計概要変更承認申請に対
する処分をしなければいけないということは、承認処
分または裁決で取り消された理由とは異なる理由で再

度申請拒否処分をすることが考えられますということ
で、元に戻って承認処分をするのか、裁決で取り消さ
れた理由とは異なる理由で再度申請拒否処分――これ
は不承認ですけれども――不承認処分するというよう
な２択になるというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　部長の個人的見解かと思います。行
政でいう、この申請に対する処分というのは、埋立
て、国であれば埋立承認である。そして国以外であれ
ば埋立免許である。それをしっかりと明確に出さなけ
ればならない。こういった感じですよね、処分。です
から、皆さんもそろそろ埋立承認をする、埋立免許を
出さないといけない、その判断を、そして皆さん、
しっかりとやらなければいけない。それが処分であっ
て、ああだこうだじゃないと思います。そしてそうい
う瀬戸際に来たと。
　次、４番に移らせていただきます。
　県がこれまで実行してきた埋立事業において、設計
変更がなかった事業、また変更をしなければならな
かった事業等はあったかどうか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　土木建築部における
主な埋立事業としては、道路事業、港湾事業がござい
ます。これらの埋立事業において、現場条件等により
設計の概要変更を行った事例はございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　やはりこのように事業を進める中
で、設計変更は、実際県のほうも多々あるわけです、
皆さん。ただ問題は、これを設計変更して、しっかり
とした一つずつの問題がクリアしていくのが当然で
あって、私からすると、皆様みたいに、いたずらに時
間をかける、そしていたずらに、本当に皆さん、ある
べき姿で行政を進めているか、非常に疑問でなりませ
ん、私は正直言って。ですが県においても埋立事業に
も実際あるんですから、やはりそれはフェアにするべ
きではないかということをあえて言わせていただきま
す。あるということが明確ですので、また後ほど詳し
く聞きたいと思います。
　次、県が平成30年、埋立承認を撤回した機関訴訟
はどのように最高裁から判決が下されたか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　平成30年の県の承認撤回に係る令和２年３月の関
与取消訴訟の最高裁判決では、上告棄却の判断が示さ
れております。
○○又吉　清義君　ちょっと休憩してもらっていいです
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か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時23分休憩
　　　午前10時23分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　又吉清義君。
○○又吉　清義君　もう少し丁寧に、例えば皆様お手元
にあるかと思います。この判決の――３月26日に出
されたもの、そして同じく判決理由要旨というのがあ
りますが、一番大事なのはやはり、最後に５のところ
と判決理由要旨とか、４のところに、どのように最高
裁の判決は判断下されていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
　　　午前10時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　ちょっと長くなりますけれども、県の主な主張とい
うところから説明させていただきますと、法律上、裁
決は国の関与から除外されているが、裁決の形式を
取っていても、当該裁決の成立の要件を欠く違法など
がある場合には、当該裁決は裁決とは扱われず国の関
与に該当するというような主張、それから沖縄防衛局
が固有の資格において相手方になったものであり、行
審法が適用されず、したがって、同法に基づく審査請
求は行えない――これはその不適法な審査請求に対す
る裁決がされても、これは成立の要件を欠き違法・無
効であるという主張。それから埋立処分は、形式的に
も実質的にも埋立免許処分と異なること、本件埋立事
業の目的が外交防衛上の一般公益であること等から、
国の機関等であるからこそ受け得る処分であり、沖縄
防衛局が固有の資格において受けた処分であること。
それから、審査庁でない国交大臣が裁決を行っている
ため、当該裁決には成立の要件を欠く違法性があると
いうような主張を行っております。
　それに対して国の主張ですけれども、まずその本件
裁決は、沖縄防衛局による行審法に基づく審査請求に
対する裁決であるから、国の関与からそもそも除外さ
れているということ。それから、国の機関等が行政処
分を受けた場合は、当該機関等は固有の資格ではない
立場において処分の相手方となったものと言えると。
埋立承認は行政処分であるから、沖縄防衛局は固有の
資格ではない立場において、本件承認取消処分を受け
たものであり、行審法の適用があるといったような主
張をしております。

　それに対して最高裁の判決ですけれども、国の機関
等が一般私人が立ち得ないような立場において、相手
方となる処分であるか否かを検討するに当たっては、
当該処分に係る規律のうち、当該処分に対する不服申
立てにおいて審査の対象となるべきものに着目すべき
であると。今回の埋立承認のような特定の事務または
事業を実施するために受けるべき処分について、国の
機関等が相手方となるものであるか否かは、当該事務
または事業の実施主体が国の機関等に限られているか
否か、また限られているとすれば、当該事務または事
業を実施し得る地位の取得について、国の機関等が一
般私人に優先するなど、特別に取り扱っているか否か
を考慮して判断すべきであるというような判決をして
おります。
　結論的には、本件では処分を受けた後の事務また事
業の実施の過程等における監督、その他の規律に差異
があるものの、処分要件に実質的な差異が認められず
固有の資格によって受けた処分とは認められないとい
うような理由から、県が敗訴という形になっておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　長くて、私も頭がこんがらがってお
りますが、今部長がおっしゃった皆さんの主張、この
論旨については最終的に採用することはできないと。
例えば、これは最後でこういうふうに結ばれています
よね、今言った一つ一つ、以上によれば、本件埋立承
認取消しは、沖縄防衛局が行政不服審査法第７条２項
にいう固有の資格において相手方となった処分と言え
ないとした原審の判断は是認することができる。そし
て原判決に所論の違法はなく、論旨――皆様方の主張
は、これは採用することはできないと。なお、その
上、その余の上告受理申立て理由は、上告審での決定
において排除されたと、先ほど排除されたというお言
葉がありました。そして、このようにやはり皆さんが
主張している国の関与にこういうのは、これはそうで
はないですと、しっかり国は皆様方に、そして違法性
もないですと、そして国土交通大臣がやっている私人
関係とかこういうのも、皆さんの主張は通りません
と、２回もこれをしっかりと判決を下されている。
　ですから、そのような中において、私は先ほどこの
機関訴訟１、２、３はそれに該当して、既に結論は出
ているのに、また皆さん、これ出すんですかと。結論
が出てないんだったらいいです。既に出ているのに、
また皆さん抗告訴訟をするために、ウチナーグチで言
えばアチラシケーサーして、いかにも返事がなかった
みたいなものをするというのはいかがなものかなと。
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そのために予算も組む、これもいかがなものかなと。
私はこれはおかしいんじゃないかと思います。やっぱ
りポイントはポイントでしっかりとまとめてやるのな
らまだ分かります。それをポイントを抜きにして、そ
ういうふうに判決が下ったものをまた持ち出して、ま
た出して、その裁判費用も予算に組むというのはいか
がなものかということを改めて指摘をしておきます。
すみません、時間ないですので。
　次、普天間飛行場で一番被害を受け、一日も早い危
険性の除去を訴えている市民はどこの市民であるか、
皆さん御存じでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　普天間飛行場の移設問題について、一番被害を受
け、一日も早い危険性の除去を訴えている市民は、こ
れは宜野湾市民であると認識しております。ただ一方
で、米軍基地に起因する事件・事故及び騒音などの影
響は、これは宜野湾市民にとどまらず、全県的に及ぶ
ものであるというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　別に今、反対はいたしません。一番
困って被害を受けたのは宜野湾市民であると、選挙で
もしっかりと、辺野古にもう早く持っていきなさいと
結果も出ましたよ、皆さん。出ましたよ。知事もよく
御存じかと思います。そして名護でも、断腸の思いで
人の命を救うために、もうやりましょうと、こちらに
断腸の思いで移していいと、その結果も出たというこ
とです。確かに米軍基地があるおかげで事件・事故が
ある。これは否定はいたしません。しかし皆さん、辺
野古見てください。辺野古の事件・事故、御存じです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時33分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　事故については、もろ
もろ起こっているかと今思っておりますが、議員御指
摘の具体的な事件・事故という観点では、そういう質
問をしていただかないと答弁のしようがないというふ
うに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　別に答弁はする、しないじゃなく
て、これは担当課であれば、やはり沖縄全体に基地が
あるおかげで事件・事故があるというからには、どこ
にどのようにあるか把握をしないと大変です。大変で

すよ。真剣味がないです、正直言って。もう少し真面
目にやってくださいと私は言いたいです。
　ですから、辺野古におきましては、米軍との交流も
持つ中で、お互いとお互いする中で、地域で25年以
上も皆さん交流会しております。ほとんど事件・事故
がありません。ありません。残念だけれども、オール
沖縄の皆さん、対立だけあおっております。これでは
収まりませんと私は言いたい。大事なのは、本当に知
事が対話、対話するんだったら、もっと米軍基地とも
対話してください。米軍基地見たら、拳しか上げない
ですよ。これで事件・事故が収まりますか。やはり
もっと――ですから、それをなくすのは、これはもう
当たり前です。そして一番普天間飛行場問題で苦しん
でいるのは、宜野湾市民なんです。宜野湾市民は、と
にかく早く移してもらいたいと、選挙の結果も出まし
た。知事、これについてどう見解いたしますか。宜野
湾市民は切り捨てるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私も先般の県知事選挙にお
きましては、辺野古の新基地建設の反対と普天間基地
の一日も早い危険性の除去を訴え、多くの県民からそ
の負託を頂戴したという認識に立っております。辺野
古の埋立てでは、普天間飛行場の一日も早い危険性の
除去にはつながらないということは明白であります。
ですから、我々は対話をもって、その問題の解決に当
たっていただくということを繰り返し政府に要請をさ
せていただいております。その方向で、議員にも御協
力賜ればというように存じます。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　よく知事は、一日も早くと言ってお
りますが、皆さん、知事が協力すれば10年かからな
いんです。10年かからないんですよ。一日も早くと
言うあなたが、埋立承認申請見てください。だらだら
だらだらと長引いて。これでできるわけないしょう。
うそですよ、今知事の答弁は。本当に一日も早くした
いんでしたら、行政法にのっとってちゃんとした期間
内で審査してくださいよ。皆さん、サンゴから埋立て
から設計変更から、対話を持つために国は１年と６か
月間も工事をストップしたんです。誰がしたんです
か、これを。させたんですか。あなた方がやったんで
す。これで一日も早くしなさいというのは、私は全く
理解できないです。
　そして、一日も早くするために知事はこのようにま
た訴訟を起こしますけれども、これまでの訴訟費用の
総額は２億2375万円とありますが、基地問題の解決
に向けたどのような費用対効果があったのか御説明く
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ださい。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時36分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　これまでの訴訟のうち、平成28年の和解で終結し
た３件の訴訟は、沖縄県の主張が認められる形で終結
したものであり、実質的には勝訴判決と同等のもので
あると考えております。また、昨年７月のサンゴの是
正の指示に係る最高裁判決におきましては、敗訴と
なったものの、５名のうち２名の裁判官が反対意見を
述べ、その内容は、県の主張に沿ったものになってい
ることから、県の主張は行政法の観点から合理的で、
正当性があったものと認識しております。
　以上の訴訟結果から、辺野古新基地建設問題につい
ての国民世論を喚起するなど一定の効果があったもの
と考えております。
○○又吉　清義君　休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時37分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事公室長（嘉数　登君）　私、実質的な勝訴判決
と同等のものというような答弁をさせていただきまし
たけれども、和解によって国の埋立工事を止めること
ができたこと、国が代執行、執行停止を行うために必
要な訴訟を取り下げたことにより、県勝訴と同様の効
果が得られたという意味で捉えております。
　それから、国民世論の喚起が一定の効果ということ
につきましては、玉城知事の就任後、全国で少なくと
も61の地方議会で、国民的議論を求める陳情等が可
決または採択されるなど、県や県民の取組に呼応し、
共感の輪が広がりつつあると認識しております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　部長、今の答弁、自分でおかしいと
思いませんか。一日も早く危険性の除去をしなければ
ならないのに、知事が工事を遅らせた、すばらしい
と。一日の――遅らせるために皆さん予算をかけたん
ですか。違うでしょう。基地を一日も早く動かすため
に、解決するために予算をかけているんでしょう。今
の答弁、自分でおかしいと思わないのか。そして日本
全国に呼びかけて、東京都でどのようなことが議決さ
れましたか。内地にも持っていけ、県外にも持ってい
けとあるから、やらないという議会も決議したぐらい

ですよ、皆さん。ここに来て反対運動している皆様方
が。こんな異常なことが通りますか。おかしいと思い
ませんか。
　じゃあと１点伺います。
　今回の解決に向けた費用対効果は何が期待できるの
かお答えください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時39分休憩
　　　午前10時39分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　今回の抗告訴訟において、県が勝訴した場合には、
国土交通大臣が行った不承認処分を取り消す旨の裁決
が取り消されることとなります。裁決が取り消された
場合には、不承認処分は取り消されていないこととな
りまして、沖縄防衛局は大浦湾側の軟弱地盤の工事を
行うことができず、結果として、埋立工事全体を完成
させることがより困難な状況になるものと考えており
ます。
　県としましては、政府に対して、辺野古が唯一の解
決策という固定観念にとらわれず、普天間飛行場の速
やかな運用停止を含む一日も早い危険性の除去、県
外、国外移設に取り組むよう求めていく考えでござい
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　何を理由に県が勝訴することが根拠
にありますか。お答えください。皆さんはこれまで
11回、９回の裁判、一度も勝ったことないです。何
を理由に勝てるという根拠があるんですか。それ御説
明ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　今議会で抗告訴訟に係
る議案を通していただきましたら、抗告訴訟におきま
して、県の正当性、不承認処分が適正であったという
ようなことについてしっかりと訴えてまいりたいとい
うふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　抗告訴訟は皆さん、既に係属中もあ
りますよね、御存じですよね。これも沖縄県が埋立承
認撤回した抗告訴訟もあります。それもどうなってい
ますか、皆さん。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時41分休憩
　　　午前10時41分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　現在、係争中の抗告訴
訟におきましては、主に論点といいますか、２点ある
かと思っております。１つ目は、法律上の争訟性、も
う一つが原告適格というところでございます。高裁の
判決によりますと、本件の訴えは沖縄県が固有の――
国を被告として裁決の取消しを求めるものであり、こ
れ平成14年最高裁判決とは事案を異にする。そこで
差し当たり原告適格を有するか否かについて判断をす
るというような判決になっております。この原告適格
についてですけれども、行政庁の公権力の行使から私
人の権利利益を保護するために設けられたものであり
まして――行政取消訴訟ですね――究極的には憲法第
32条の定める基本的人権としての裁判を受ける権利
に基づくものであると解されるとしております。本件
では、自治権等々を根拠としまして、関係規定を検討
したとしても、沖縄県の有する権利利益として、私人
が裁判を受ける権利によって救済を認められるべき性
格の権利利益と同等のものを見いだすことは困難であ
ると言わざるを得ないということで高裁は判決してお
りますけれども、沖縄県としましては、法律上の争訟
性、それから原告の適格について最高裁でしっかりと
県の主張を行っていきたいというふうに考えておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○○又吉　清義君　だから部長、最高裁から判決を受け
ればもう少し理解してください。おかしくないか。沖
縄県が埋立承認撤回についても、埋立撤回、これもう
最高裁でも決断出たんです。埋立承認されたんです
よ。そしたらその中、設計変更もあるところも承認さ
れたんです。されているのにこれがどうしてひっくり
返りますか、皆さん。何回されましたか。３回もされ
ていますよ。おかしいと思いませんか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　先ほど来引用しており
ます最高裁の判決ですけれども、これは県が撤回を求
めた裁判に対する判決でありまして、今回の抗告訴訟
は、不承認処分に対する裁決の取消しを求める訴訟と
して提案させていただいておりますので、先般の最高
裁の判決というものとは別であるというふうに考えて
おります。
○○又吉　清義君　米軍基地関係で頑張りましょう。時
間はたっぷりありますよ。楽しみにしていますよ、
私。
　ありがとうございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。

○○末松　文信君　それでは、甲第１号議案及び乙第１
号議案について質問を行います。
　まず、質問に入る前に、知事から先ほど議案、提案
説明がありましたけれども、その中で辺野古基地建設
に係る埋立地用途変更云々とありますけれども、この
辺野古新基地というのは、どういうことでそういう表
現をされているんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時46分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としましては、政府が推進する辺野古移設計画に
おいて係船機能付護岸、それから弾薬搭載エリア、２
本の滑走路の新設など、現在の普天間飛行場と異なる
機能等を備えることとされていることから、単なる代
替施設ではなく新基地であると認識しております。
　一方で、公有水面埋立法の許認可に関係する許認可
等の事務に関しましては、事業を特定する必要がある
ため、公有水面埋立承認願書に記載されている普天間
飛行場代替施設建設事業との名称を用いております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　なぜ公に示されている名称を用いな
いんですか。これで、この議案で質問できないです
よ。訂正しないと議論できないですよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時47分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　先ほど答弁させていた
だいたように、我々としては、政府が推進する辺野古
移設計画については、係船機能付の護岸ですとか、弾
薬搭載エリア、２本の滑走路の新設など、この現在の
普天間飛行場と異なる機能等を備えることとされてい
ることから……
○○末松　文信君　同じ答弁は要らないよ。
○○知事公室長（嘉数　登君）　そういう、その新基地
であるとの認識を持っているということでございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時48分休憩
　　　午前10時48分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
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　まず、その今回の訴えの提起に関する議案の概要を
見ていただきたいんですけれども、事件名は埋立地用
途変更・設計概要変更承認申請を不承認とする処分に
係る裁決の取消請求事件ということで、事件名として
はこの埋立地用途変更・設計概要変更承認申請という
言葉を使っております。
○○末松　文信君　休憩してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時49分休憩
　　　午前10時49分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　末松文信君。
○○末松　文信君　これも非常に問題で、事件名とある
けれども、この用途変更・設計概要変更等が記されて
いますが、これ主語がないんですよね。どこの埋立て
なんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時49分休憩
　　　午前10時50分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　これも同じく訴えの提
起についての概要ですけれども、事件の概要として、
沖縄県知事が行ったということで記載をさせていただ
いております。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時50分休憩
　　　午前10時52分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　これは事件の概要ですけれども、沖縄県知事が行っ
た普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立地用途変
更・設計概要変更承認申請を不承認とする処分につい
てということでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　そのとおりに書けばいいんですよ。
書いてない、どこにも。
　それで――途中、変なことから始まったから、冒頭
から、最初からやり直したいと思います。
　今回の抗告訴訟の必要性についてでありますけれど
も、そもそも普天間飛行場の代替施設建設は、遡るこ
と26年前の平成８年、1996年４月12日、橋本総理と
モンデール駐日米国大使との会談で、危険な普天間飛
行場の全面返還が合意され、同12月２日のＳＡＣＯ
最終報告にあります。自来、鳩山由紀夫首相の迷走な
ど紆余曲折を経て、平成25年、2013年12月、当時の

仲井眞知事が代替施設建設用地の埋立てを承認いたし
ました。そこで埋立工事がスタートしたわけでありま
す。
　ところが埋立事業が進行する中で、平成27年10
月、当時の翁長知事は前知事の承認には瑕疵があるな
どとして、その承認を取り消した。以来、県と国が対
峙し、訴訟に発展してきたわけであります。しかしな
がら、裁判の結果、瑕疵は認められず、最高裁の判決
では県は敗訴し、翁長知事自ら承認の取消しを取り消
した経緯があります。以降、県は様々な訴訟を繰り返
してきたが、ことごとく却下され、係争中を含めこれ
までの裁判は11件、費やした費用は約２億2300万円
に上っている。この費用は全て県単独の血税でありま
す。にもかかわらず、今臨時会に勝算のない訴訟の提
起と訴訟費用598万3000円の補正予算を提案してお
ります。
　そこで伺います。
　通告のアとイについては、資料に基づいて一括で伺
いますけれども、普天間飛行場代替施設建設に係る訴
訟は11件あるようですが、資料３－３、１、これま
での訴訟に要した委託料の一覧の表がありますけれど
も、この訴訟、提訴日、委託料及び備考を読み上げて
説明をしてください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時55分休憩
　　　午前10時55分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　答弁いたします。
　まず訴訟ですけれども、代執行訴訟、これは平成
27年提訴ですけれども、委託料が1439万4240円、
それから執行停止決定に係る抗告訴訟、これが916万
2720円、それから関与取消訴訟、これは執行停止決
定に係るものですけれども、532万2240円、それか
ら不作為違法確認訴訟、これは平成28年ですけれど
も、こちらが1431万8640円、それから……
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時56分休憩
　　　午前10時56分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○○知事公室長（嘉数　登君）　最初からやり直しの答
弁させていただきます。
　和解によって取下げというところが最初の３件でご
ざいます。不作為違法確認訴訟、これ1431万8640円
ですけれども、これは敗訴となっております。岩礁
破砕差止訴訟、これが平成29年、委託料として1127
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万1960円、これは敗訴。それから関与取消訴訟（執
行停止）ですけれども、平成31年でこちらは360万
6120円、これは係属中に裁決がされたため、県の取
下げというふうになっております。それから関与取
消訴訟、これは裁決ですけれども、令和元年361万
4520円、これは敗訴ということになっております。
それから抗告訴訟（裁決）、これは令和元年ですけれ
ども、1142万2320円、こちらは現在係争中というこ
とになっております。それから令和２年のサンゴに係
る関与取消訴訟、これ是正の指示に係るものですけれ
ども、委託料として679万1400円、こちらは敗訴と
いうことになっております。それから関与取消訴訟、
これは裁決ですけれども、これは令和４年８月12日
でして、184万2225円、こちらは係属中。これは不
承認処分に係る裁決に対しての訴訟ということになり
ます。それから関与取消訴訟、こちらは裁決ではなく
て是正の指示でございますけれども、255万2550円
ということで、こちらは係争中ということになってお
ります。以上、11件となっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　部長、委託料の合計とか、下の２億
2375万円云々までちょっと説明してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　先ほど答弁させていた
だいたのは委託料のみですけれども、この委託料を含
めたこれまでの訴訟に直接要した費用の総計が9420
万6026円、それから弁護士への法律相談、それから
国地方係争処理委員会への審査の申出、行政不服審査
法に基づく審査請求に係る対応など、この訴訟以外に
要した費用の総額が9001万600円、それから訴訟等
に係る出張など旅費の総額が3954万1400円。これら
の合計額、これまでの訴訟費用の総額という形になり
ますが、２億2375万8026円ということになっており
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　それでは、次にこれまでの訴訟にお
ける判決主文表がありますけれども、この訴訟と分
類、判決言い渡し日、判決主文を読み上げて説明して
ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時０分休憩
　　　午前11時０分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　答弁させていただきま
す。

　まず取下げに係る部分については特にございません
が、平成28年の不作為違法確認訴訟、これは判決の
主文として、本件の上告を棄却すると。それから岩礁
破砕差止訴訟、これは高裁のほうで、本件控訴を棄却
するという形になっております。関与取消訴訟、これ
執行停止ですけれども、これは取り下げております。
それから関与取消訴訟（裁決）で、これは最高裁で本
件上告を棄却するという主文になっております。それ
から抗告訴訟、これは裁決ですけれども、高裁では、
これ令和３年に本件控訴を棄却するということになっ
ておりまして、こちらのほうについては、現在、最高
裁で係争中という形になっております。それからサン
ゴに係る関与取消訴訟、これ是正の指示に係る最高裁
ですけれども、本件上告を棄却するという形になって
おりまして、関与取消訴訟、これ今年度提起したもの
ですけれども、裁決是正の指示ですけれども、現在係
争中という形になっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　それでは次のウですけれども、今回
の訴訟の根拠について伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時１分休憩
　　　午前11時１分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　今回の抗告訴訟では、沖縄
県が行った不承認処分は適法であり、これを取り消し
た国土交通大臣の裁決は違法であると考えられること
から、行政事件訴訟法に基づき裁決の取消しを求めて
訴訟を提起するものであります。沖縄県としては、変
更承認申請の内容が、工期を当初の承認と比べて実質
３倍以上に長期化するなど、埋立ての必要性や国土利
用上の合理性が認められないことに加え、軟弱地盤が
海面から90メートルの深さに及ぶＢ27地点において
は力学的試験を実施しておらず、災害防止への配慮が
不十分であると考えています。さらに、工事に伴う水
中音がジュゴンに影響を及ぼしていることが否定でき
ず、地盤改良に伴い海底地盤が最大14メートルの高
さまで盛り上がる箇所の調査が実施されておらず、環
境保全への配慮が不十分であるなど、公有水面埋立法
の要件を満たさないものであると考えているものであ
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　先ほど又吉議員からもありましたけ
れども、皆さんのこの事件の概要を見てみますと、普
天間飛行場代替施設建設事業が遂行され、本県の利益
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が侵害されるおそれがあるとありますけれども、どの
ような利益が侵害されるのか伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時３分休憩
　　　午前11時４分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　国と地方公共団体は対等・協力の関係にあるにもか
かわらず、違法な裁定的関与によって沖縄県の処分が
取り消され、さらに、違法な裁決の趣旨に従い、改め
て申請に対する処分をしなければならないこととなれ
ば、公有水面埋立法に基づき、不承認処分を行った本
県の自治権の行使が著しく侵害されることになると考
えております。加えて、埋立工事や軟弱地盤の改良工
事によりまして、事業実施区域等の貴重で豊かな自然
環境は、これは不可逆的な被害を受けるなど、地域環
境は著しく侵害されることとなります。
　県としましては、国土交通大臣の裁決によって、こ
のような本県の利益が侵害されることになるため、抗
告訴訟を提起し、当該裁決の取消しを求めることとし
ております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　部長、訴えの提起の２の事件の概要
のところ、私がさっき読み上げたところですけれど
も、この下から３行目、沖縄県知事が当該裁決の趣旨
に従い云々のところから、そこを読み上げていただけ
ますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　沖縄県知事が当該裁決
の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をすることに
より、普天間飛行場代替施設建設事業が遂行され、本
県の利益が侵害されるおそれがあることから、那覇地
方裁判所に提訴するものであると。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　この文面を見ると、普天間飛行場の
代替施設建設事業が遂行され、遂行されですよ、本県
の利益が侵害されるおそれがある。この普天間飛行場
の代替施設建設が遂行されると利益が侵害されるおそ
れがある。これ確認します。この文章、それでいいん
ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時６分休憩
　　　午前11時８分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。

○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県のどのような利益を守ろうとしているかという御
趣旨の質問だというふうに理解しまして、先ほども答
弁させていただきましたが、国と地方公共団体、対
等・協力な関係であるにもかかわらず、違法な裁定的
関与によって沖縄県の処分が取り消され、さらに、違
法な裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をし
なければならないことになれば、公水法に基づき、不
承認処分を行った本県の自治権の行使が著しく侵害さ
れるというふうに考えております。それから、埋立工
事や軟弱地盤の改良工事によって、事業実施区域等の
貴重で豊かな自然環境は、これは不可逆的な被害を受
けるなど、地域環境は著しく侵害されることになると
いうことで、自治権の行使が著しく侵害されるという
ことと、地域環境が著しく侵害されるということが利
益の侵害であるというふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　これ少し基本的な話を聞きますけれ
ども、公有水面埋立法というのは、その地域の利益を
侵害するような法律ですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時９分休憩
　　　午前11時９分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　公有水面埋立法でご
ざいますけれども、そもそも公有水面を変じて陸地と
して財産権を付与する制度を定めました手続法でござ
います。その中で、承認等の要求につきましては、第
４条第１項各号によりまして、例えば「国土利用上適
正且つ合理的なること」、その埋立てが「環境保全
及び災害防止に付き十分配慮せられたるものなるこ
と」、そういったものの要件を確認して免許権を付与
する手続法でございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　そうした要件を確認した上で承認を
したわけですよね。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　平成25年12月、当
時の知事によって承認をされている状況でございま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　先ほどの公室長の答弁ですけれど
も、こう書いてあるんですよね。
　沖縄県知事が、当該裁決の趣旨に従い、改めて申請
に対する処分をすることにより、普天間飛行場代替施
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設建設事業が遂行される。そのため本県の利益が侵害
されるおそれがある。皆さんが不承認したことは、軟
弱地盤ではなかったんですか。この事業が進むことに
ついて不承認するんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時11分休憩
　　　午前11時12分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　今回の不承認処分の
理由でございますけれども、公有水面埋立法の適合性
について厳正に審査をして、適正に判断を行ったとこ
ろでございます。主なものにつきましては、先ほども
述べましたけれども、災害防止の観点ですとか、環境
保全、あるいは埋立ての必要性等、国土利用上適正か
つ合理的なるものとは、合理性があるとは認められな
いというところで不承認処分と判断したところでござ
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　話が行ったり来たりして恐縮ですけ
れども、土建部長、前回も議論したんですけれども、
この埋立事業を進めるための、その専門委員会があり
ますよ。そういった技術検討会でしっかりと検討した
ものの上に、あなた方の知見が上回って、今言う発言
があるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　国において検討され
ているその技術検討会で出された資料についても、
我々今回の承認、不承認の判断材料の参考資料という
ことで判断をしたところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　それ以上議論してもあれですが。
　私は今回の提起について、普天間飛行場の代替施設
事業が遂行されることを懸念して不承認としている
と、この文章を見る限りそういう理解しかできないん
ですよ。別にあの軟弱地盤だから訴訟を起こすとかい
うことは書いていないんですよね。普天間飛行場代替
施設建設事業が遂行され本県の利益が侵害される。代
替施設の建設が進むことによって県の利益が侵害され
る。別に現場の話ではないわけですよ。これ政治的な
話をやっているわけですよ。知事、どうなんですかこ
れ。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時14分休憩
　　　午前11時15分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　池田副知事。
○○副知事（池田竹州君）　先ほど土木建築部長からあ
りましたように、変更承認につきましては公有水面埋
立法に従い、私どもは不承認という処分をしたところ
でございます。これにつきまして、防衛局長の国交相
への審査請求によりまして、私どものこの不承認処分
を取り消すという裁決が出ております。ただ、私ども
この不承認という処分について、公水法に基づいて適
正に判断したということを考えていることから、その
まま――例えば抗告訴訟を提起せずに、国交相の私ど
もの不承認を取り消す旨の裁決を受け入れた場合に
は、そのまま工事が進むということになります。私ど
もは不承認のものにつきましては、公水法の様々な要
件に従いまして適正に不承認という処分をしたという
ふうに考えておりますので、今回抗告訴訟を提起させ
ていただいて、改めてその司法の判断を仰ぐというこ
とにしているものでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　副知事、そういう答弁されるけれど
も、中身はそう書いていないんですよ。事業が遂行さ
れていく中で、県の利益が侵害されるからこれを不承
認にしていますよというふうにしか読めないんです
よ。そこは指摘して終わります。
　それで公室長、さきのこれまでの訴訟に係る話です
けれども、７番の関与取消訴訟、それから同じような
ものがたくさんあるんですけれども、今回の訴えは、
国の関与に関する訴訟ですよね。これを前に同じよう
な訴訟を起こして、最高裁の結論は出ているんです
よ。また同じことを、手続で時間稼ぎをするんです
か、それとも。勝てる根拠があるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　議員おっしゃっていたのは、関与取消訴訟の撤回に
係る判決だったというふうに理解しておりまして、今
回抗告訴訟で提起しようとしているのは、不承認処分
に対する裁決を取り消すための抗告訴訟という形で提
起させていただきたいということで議案を上程してお
ります。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　いや、事件そのものは違うけれど
も、同じ性質のものですよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時18分休憩
　　　午前11時18分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
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○○知事公室長（嘉数　登君）　令和２年の最高裁判決
では、固有の資格ではないということを引用されてい
ることかと思いますけれども、沖縄防衛局長は行政不
服審査法に規定する固有の資格において不承認処分を
受けたものであることから、これに対して審査請求を
行うことは認められず、このような不適法な審査請求
に対して行われた裁決は無効であるというふうに考え
ております。すなわち、既に埋立てを行う法的地位を
得ているものが設計概要の変更を行おうとする場合に
は、これ私人であれ国の機関であれ、公有水面埋立法
に定める要件を満たすことが必要となりますけれど
も、裁決書には、国の機関が埋立工事の期間を長期化
する場合には、私人の場合と異なって、それ自体が審
査の対象とならないとし、さらに処分庁が国土利用
上、適正かつ合理的なることの要件判断として工期の
長期化を考慮することすら認めておりません。これは
設計概要の変更を行うにつき、国の機関たる沖縄防衛
局長が私人とは異なり、特別に扱われているというこ
とであり、令和２年３月の最高裁判決の考え方に従っ
ても固有の資格に該当するというふうに考えておっ
て、我々はその今回抗告訴訟というものを提起したい
というふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　以前にも国であったり、私人であっ
たりということでの議論があったわけですよ。それは
私人であろうと公であろうと、係争処理委員会とかい
ろんな段階でも、これみんな、皆さんの訴えは退けら
れてきているわけですよね。今回も手続上そういった
段階を踏んでいくと思うんですけれども、それで本当
にこれだけ500万余りの金をかけてこれ勝てるんです
か。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時20分休憩
　　　午前11時20分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としましては、変更承認申請の内容が公有水面埋
立法の要件を満たさず、不承認処分は正当であるとい
うふうに考えておりまして、今回の裁決は違法なもの
であると考えていることから裁決の取消しを求める訴
えの提起を議案として提出し、御審議をお願いしてい
るところです。
　本議会において議決が得られましたら、準備が整い
次第訴えを提起して、裁判において県の正当性を主張
してまいりたいというふうに考えております。

○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　同じことを繰り返してやっています
けれども、先ほどの不承認の理由というのは、軟弱地
盤ではなくて、やっぱり事業が遂行されることにある
というふうに私は指摘しておきたいと思っておりま
す。
　それで裁判の結果についての対応です。
　これまでの裁判結果も尊重してきたと思いますが、
今回の訴訟も結果は火を見るより明らかだと思います
けれども、裁判の結果は尊重されますか。伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　今回議決が得られまし
たら、提起することとなる抗告訴訟については、勝訴
に向けて今後争っていく段階にあるため、現時点で裁
判の結果に対する対応について予断を持ってお答えす
ることは差し控えさせていただきたいというふうに考
えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　いや、結果を尊重するかと聞いてい
るんですよ。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時22分休憩
　　　午前11時23分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　裁判の結果についてで
すけれども、一般論としまして、行政がその司法の最
終判断を尊重するということは、当然なことであると
いうふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　皆さんはこれまでの判決を真摯に受
け止めて対応しておりますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時23分休憩
　　　午前11時23分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　裁判の結果を真摯に受
け止めて対応するとともに、県民の基地問題に対する
民意というもの、それから、その県として守るべき利
益が何なのかということをしっかりと考えながら、こ
れは弁護士や行政法学者の意見等も参考にしながら事
務を進めているというところでございます。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　しっかり頑張っていただきたいと思
います。
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　それと関連して、県が提訴してきた裁判についてで
すけれども、これは取下げ、棄却、敗訴、いろいろあ
りますが、この訴訟業務を委託される弁護士の選任方
法について、どのような手続で行っているのか教えて
ください。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　弁護士の選任に係る御
質問ですけれども、今後その議会の議決をいただいて
から弁護士と訴訟委託契約を締結することとなります
が、どの弁護士と契約するかについて、今現時点で予
断を持ってお答えすることは差し控えさせていただき
たいというふうに思います。その上で申し上げます
と、県としては、辺野古新基地建設問題の経緯、それ
から法的論点、行政手続等に精通している弁護士と契
約する方針としております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　これまでの訴訟を見てみますと、何
か委託はしたものの取下げだったり、棄却だったり、
敗訴が続いてきているわけですね。係争中は除いて。
この弁護士は、これまで同じ弁護士がやってきたんで
すか。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時25分休憩
　　　午前11時25分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　この問題をめぐる経緯、法的論点、行政手続等に精
通しているという方々、弁護士を選定しておりますけ
れども、この間の訴訟において全てが同じ弁護士で
あったということではございません。全て同一の人で
あったということではございません。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○○末松　文信君　具体的に替わったという弁護士がい
たら、紹介してください。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時26分休憩
　　　午前11時27分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　議員申し訳ございませ
ん。
　今手元に各弁護士のリスト等、手持ちで持っており
ませんので、これは後ほど提供させていただきたいと
いうふうに思っております。
○○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。

○○末松　文信君　ぜひそうしていただきたいと思いま
す。
　ただ私が言いたいのは、これだけ長い間、裁判を続
けてきて、県の顧問弁護士もいるでしょうけれども、
この何名の弁護士がどういう対応しているかは分かり
ませんが、そういったことについても少し紹介したほ
うがいいだろうというふうに思って、今質問をいたし
ました。今後もこれだけの予算をかけて訴訟を起こす
ということですから、それなりの弁護士を投入してや
らないと勝てる話はないんじゃないかと私は思いま
す。そういうことで――ただ、本件はもう勝てる裁判
ではないというふうに私は認識しておりまして、この
案件には賛成しかねます。
　以上を申し上げて終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　抗告訴訟の提起に至るまでの経緯を
伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　令和２年４月21日に沖縄防衛局が県に対して公有
水面埋立に係る変更承認申請書を提出し、令和３年
11月25日に県は当該申請に対して不承認処分を行
いました。これに対し、同年12月７日に沖縄防衛局
は、国土交通大臣に対して行政不服審査法に基づき審
査請求を行い、令和４年４月８日に国土交通大臣が、
県の不承認処分を取り消す裁決を行っております。裁
決に不服がある場合は、行政事件訴訟法に基づき取消
訴訟を提起することが可能であり、今回の訴訟の提訴
期限は10月11日となっていることから、今回、議決
が得られましたら、可能な限り速やかに裁決の取消し
を求めて抗告訴訟を提起することとしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　国土交通大臣裁決の違法性について
の県の主張を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　沖縄県は、今般の国土交通
大臣の裁決は、県が公有水面埋立法に基づき適正に
行った不承認処分を取り消すものであることから、違
法であると考えております。
　具体的には、変更承認申請の内容が工期を当初の承
認と比べて実質３倍以上に長期化するなど、埋立ての
必要性や国土利用上の合理性が認められないことな
どに加え、軟弱地盤が海面から90メートルの深さに
及ぶＢ27地点においては力学的試験を実施しておら
ず、災害防止への配慮が不十分であると考えておりま
す。さらに、工事に伴う水中音がジュゴンに影響を及
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ぼしていることが否定できず、地盤改良に伴い海底地
盤が最大14メートルの高さまで盛り上がる箇所の調
査が実施されておらず、環境保全への配慮が不十分で
あるなど、公有水面埋立法の要件を満たさないもので
あると考えております。また、国の機関たる沖縄防衛
局は、一般私人と異なり、法律上、工期を実質３倍以
上に変更する場合であっても、変更の許可が不要とさ
れているため、私人では立ち得ない立場であるという
ほかなく、不承認処分は固有の資格において受けた処
分に該当し、審査請求は不適法であるということか
ら、裁決はそもそも無効であると考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　知事は、昨年11月に沖縄防衛局の
設計変更申請を不承認といたしました。その正当性に
ついての説明を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　県では、沖縄防衛局
から提出された公有水面埋立変更承認申請書につい
て、公有水面埋立法への適合状況を確認するため、沖
縄防衛局に対して、延べ39項目452件の質問を行っ
てきたところであります。沖縄防衛局の回答を踏ま
え、慎重に論点の絞り込みを行い、土木及び環境に関
する専門家の助言を求め、公有水面埋立法への適合性
について、災害防止及び環境保全に十分配慮した計画
となっているかなど厳正に審査してきたところであり
ます。審査の結果、「国土利用上適正且つ合理的なる
こと」、「環境保全及び災害防止に付き十分配慮せら
れたるものなること」の要件に適合しないと認められ
ることと判断したところであります。これらのことか
ら、県では、普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋
立地用途変更及び設計概要変更承認申請について、令
和３年11月25日に不承認とする処分を行ったもので
あります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　その違法性と正当性についての説明
をいただきました。
　次に、これまで国は、沖縄県が行ってきた埋立承認
撤回や設計変更不承認を新基地建設を進める同じ内閣
の一員である国土交通大臣が取消しを行ってきた。こ
うした行政行為が認められれば、知事の権限や役割が
否定され、何でも国の思うがままになってしまう。こ
れは沖縄だけでなく、全国の問題です。地方自治や民
主主義を守るためにも、行政としておかしいことは放
置してはいけません。知事の見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。

○○知事公室長（嘉数　登君）　辺野古新基地建設に係
る政府の対応は、民主主義や地方自治の問題など民主
主義国家の根幹に係る重大な問題を顕在化させている
ものと考えております。本件のように、国が私人にな
りすまし、国民に権利利益の救済を目的とする行政不
服審査制度を利用して地方に関与する手法がまかり通
れば、政府がその方針に従わない地方公共団体の行政
処分に対し、強制的に意向を押し通すことができるよ
うになり、地方自治は保障されません。
　このようなことから、辺野古問題は単に沖縄県だけ
の問題ではなく、全国の地方公共団体にとっても大き
な影響を与えるものであります。このため地方自治体
が行った処分について、審査請求の手続を通じて大臣
が関与する裁定的関与は地方自治体が行った処分を取
り消すということも可能であることから、これは地方
分権改革に際し、全国知事会等から問題が提起されて
いました。沖縄県では、知事の処分が大臣に取り消さ
れるという事態が生じていることから、全国知事会に
同制度の見直しを提案し、昨年の会議において国への
提言書に盛り込まれたところです。
　県としては、引き続き全国知事会と連携しまして、
憲法が定める地方自治の本旨の実現のため、政府に対
し、同制度の趣旨の見直しを強く求めてまいりたいと
考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　これまで県が訴訟において主張を構
築するに当たって、行政法学者からはどのような意見
があったんですか。説明をお願いします。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時36分休憩
　　　午前11時36分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としましては、行政法学者と検討を重ね、県の主
張を構築した上で各訴訟に臨んでおります。例えば、
国の機関である沖縄防衛局が国民の権利利益を救済す
るための行政不服審査制度を用いることが許されない
ことや、地方公共団体が適法に抗告訴訟を提起できる
ことなどの法的論点につきまして、行政法学者からの
意見を踏まえ整理検討し、県の主張を構築してまいり
ました。特に、平成30年10月に沖縄防衛局が国土交
通大臣に対して、行政不服審査法に基づく審査請求と
執行停止を申し立てたことにつきましては、全国の行
政法研究者110名が、国が公有水面埋立法により与え
られた特別な法的な地位――固有の資格にありなが



– 23 –

ら、一般私人と同様の立場で審査請求を行うことは許
されず、違法行為にほかならない。それから、撤回処
分の適法・違法及び当・不当の審査を、国という行政
主体内部において優先的に、かつ早期に完結させる意
図から国交相に審査請求等を行わせたことは、審査庁
に特に期待される第三者性、中立性、公平性を損なわ
しめるものである。さらには、政府のこのような手法
は、国民のための権利救済制度である行政不服審査制
度を濫用するものであり、法治国家にもとるものと言
わざるを得ないというような声明を発表しておりま
す。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　今、法学者からの意見もあったとい
うことですが、これまでの訴訟で辺野古新基地建設に
伴う埋立承認の取消しや撤回についての実質審理は行
われていたんでしょうか。
○○議長（赤嶺　昇君）知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　令和元年に提訴した県
の承認撤回に係る抗告訴訟ですけれども、国土交通大
臣の行った承認撤回を取り消す裁決の取消しを求めて
訴えの提起を行ったものであります。同訴訟では、国
土交通大臣の裁決が公有水面埋立法に照らして適法で
あるか否かに加えまして、裁判所が判決を行うために
必要な訴訟要件――これは、法律上の争訟、それから
原告適格を満たしているかが争点となっておりまし
て、最高裁に係属中でありますが、これまで埋立承認
の撤回に係る公有水面埋立法の要件に関しまして、実
質的な審理はなかったものと認識しております。この
ほかにも、平成29年の岩礁破砕差止訴訟、それから
令和元年の承認撤回を取り消した裁決の取消しを求め
た関与取消訴訟におきましても、岩礁破砕等許可や承
認撤回の適否については、何ら判断が示されることは
なく県の訴えが棄却されております。なお、平成27
年、埋立承認取消しをめぐる執行停止決定の取消しを
求めた抗告訴訟におきましては、これは和解の成立に
より取下げとなっております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　今、知事公室長の答弁で、実質審理
は行われていなかったという答弁がありました。玉城
デニー知事が行った設計変更の不承認について、ま
た、今回の抗告訴訟について実質審理が行われれば、
沖縄県の正当性が明らかになると思います。見解を伺
います。
○○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　今年４月に国土交通大
臣が行った県の不承認処分を取り消す裁決について、

県としましては、まず１点として、今回の変更承認申
請の内容が公有水面埋立法の要件を満たさず不承認処
分は正当であること、もう一点、今般の不承認処分
は、沖縄防衛局が固有の資格において受けたものであ
り、本件裁決は権限の濫用としてなされたものである
というふうに考えております。令和３年７月のサンゴ
の是正の指示に係る最高裁判決におきましては、サン
ゴの特別採捕許可を求める農林水産大臣の是正の指示
が適法か否かが争われ、当該許可の必要性等について
審議が行われた結果、これは県敗訴となったものの、
５名のうち２名の裁判官が反対意見を述べ、その内容
は県の主張に沿ったものとなっていることから、今回
の抗告訴訟におきましても公有水面埋立法に基づく不
承認処分の適法性について、この審理が行われれば、
知事の不承認処分の判断は適法であることが明らかに
なると考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　頑張ってください。
　次に、90メートルの深さにある軟弱地盤の改良工
事について、国内での工事の実績はあるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　地盤改良工法のうち
のサンドコンパクションパイル工法自体は一般的な工
法とされてございます。しかしながら、設計概要変更
で示されましたサンドコンパクションパイル工法の砂
ぐいの打ち込み深度はマイナス70メートルとされて
おり、国内実績で最も深いサンドコンパクションパイ
ル工法の打ち込み深度はマイナス65メートルである
ことから、国内に前例のないものと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　その軟弱地盤について、最も深い海
底でのピンポイントでの強度調査を行っていますか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　水面下90メートル
の深さまで軟弱地盤が確認されているＢ27地点につ
いて、地盤強度に関する力学的試験は行われておりま
せん。県は、軟弱地盤の最深部が位置するＢ27地点
において、粘性土層の性状確認に必要な力学的試験を
実施していないため、地点周辺の性状等が適切に考慮
されていないと判断をしております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　調査も行われていないと。
　次、当初計画の工事費は幾らでしたか。設計変更に
よって工事費は幾らになるんですか。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　埋立てに関する工
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事の費用ですが、当初計画では約2400億円とされて
おり、変更承認申請におきましては、約7200億円と
なっております。その差額は約4800億円となってお
ります。
　以上です。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　工事費もどんどん大きくなってくる
という答弁がありました。
　次に、普天間基地の一日も早い危険性の除去と政府
は言っているんですが、設計変更申請で完成まで何年
かかるのか、政府が言う、辺野古が唯一に固執すれば
するほど、普天間基地が固定化されるのではないか。
許してはなりません。知事の見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時44分休憩
　　　午前11時45分再開
○○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○○知事公室長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　辺野古新基地建設については、軟弱地盤の存在が
判明し、提供手続の完了までに約12年を要するとさ
れ、さらに今般の変更承認申請が公有水面埋立法に照
らした厳正な審査の結果、不承認となり埋立工事全体
を完成させることがより困難な状況となっておりま
す。このため県は、政府が辺野古が唯一の解決策との
考えにとらわれることは、普天間飛行場の固定化を招
くことになると考えておりまして、普天間飛行場の一
日も早い危険性の除去につながらないことが明確と
なった辺野古新基地建設は、直ちに断念すべきである
というふうに考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　政府が断念するまで、お互い団結し
て頑張っていきたいと思います。
　次に、自然環境破壊について、不承認とした具体的
な説明を求めます。
○○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○○土木建築部長（島袋善明君）　自然環境の影響でご
ざいますけれども、まず、県は事業の実施がジュゴン
に及ぼす影響について、水中音の調査を実施した上
で、予測値と実測値を比較検討する措置を講じること
など、より精度の高い予測値に基づき環境保全措置を
検討することも十分実行可能であると考えておりま
す。しかしながら、水中音の調査は行われていないた
め、適切に情報が収集されておらず、適切な予測が行
われているとは言えないと考えております。また、サ
ンドコンパクションパイル工法を実施することによ

り、海底地盤が最大約14メートル盛り上がる箇所に
ついて、海底生物の調査が実施されていないことか
ら、環境に及ぼす影響について適切に情報が収集され
ておらず、適切な予測が行われているとは認められな
いと考えております。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　新基地建設の反対の民意は、３回の
県知事選挙や県民投票、合計４回も、圧倒的な民意が
示されました。県知事選挙のさなかに行われた世論調
査では、沖縄県では県内移設反対が68％、知事選挙
後に行われた全国世論調査では、移設反対を唱えた玉
城デニー知事が再選したにもかかわらず、移設を進
める政府の姿勢を支持しないが57％を占めておりま
す。沖縄だけではなく全国世論にも広がっておりま
す。沖縄の民意を尊重し、政府は辺野古新基地建設工
事を断念し、普天間基地の閉鎖・撤去を決断すべきで
す。県知事の見解を伺います。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○○知事（玉城デニー君）　私は今般、辺野古新基地建
設の是非が明確な争点であった県知事選挙において、
辺野古に新基地を造らせないという公約を掲げて当選
をし、県民の負託をいただいたものというように考え
ております。また、辺野古埋立ての是非に絞って行わ
れた2019年２月の県民投票におきましても、投票総
数の７割を超える圧倒的多数の辺野古埋立てに反対す
る県民の民意が明確に示されています。しかしなが
ら、政府はこのような民意を一顧だにせず工事を強行
し続けているということに対しては非常に遺憾である
と言わざるを得ません。
　私としては、今後とも県知事選挙や県民投票で示さ
れた民意を踏まえ、辺野古に新基地は造らせないとの
知事公約の実現に向けて全身全霊で取り組んでまいり
ます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○○玉城　武光君　政治は県民、それから国民の民意を
尊重するのが一番肝要のことだと思います。皆さん力
を合わせて、県民の民意を、辺野古新基地建設断念さ
せるまで頑張っていきたいと思います。私たちも全力
で支えていきます。よろしくお願いいたします。
　終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議案のうち、乙第１
号議案は、米軍基地関係特別委員会に付託の上、審査
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することにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第１号議案は、米軍基地関係特別委員会
に付託の上、審査することに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　次に、甲第１号議案について

は、総務企画委員会に付託いたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって、本日の日程は
全部終了いたしました。
　次会は、９月26日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前11時50分散会
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天間飛行場負担軽減推進会議の再開及び和解の協議に
係る作業部会が４回開催されたことも大きな効果の一
つであると考えているとの答弁がありました。
　次に、これまでの辺野古の基地建設をめぐる訴訟を
大きく２つに分けると、国の関与の取消しを求める訴
訟と抗告訴訟があるが、その違いは何かとの質疑があ
りました。
　これに対し、国の関与の取消しを求める訴訟は、地
方自治法に基づく訴訟である。当該訴訟は、国土交通
大臣が行った裁決が行政不服審査制度を濫用した違法
な関与であることを明らかにするため、沖縄防衛局が
審査請求の適格を欠いていること、国土交通大臣が審
査庁となり得ないこと等を主張している。一方、抗告
訴訟は、行政事件訴訟法に基づき違法な裁決の取消し
を求める訴訟である。この抗告訴訟では、裁決が違法
なものであることを明らかにするため、審査請求の違
法性等の主張に加え、県の承認取消しが適法に行われ
たものであり、裁決の判断が誤りであることについて
も併せて主張する考えであるとの答弁がありました。
　次に、県民の命と暮らしを守る立場から、原点であ
る普天間飛行場の危険性除去に対する関わり方をもっ
と強化しなければならないと考えるが、その取組はど
うかとの質疑がありました。
　これに対し、県はかねてから、政府に対して対話に
よる解決の必要性と重要性を繰り返し述べてきた。沖
縄の過重な基地負担の軽減を図るためには、政府に対
し申し上げることは申し上げ、問題点を指摘しなが
ら、必要に応じ連携して取り組むことが重要であり、
そういった意味から、対話の必要性と違法行為の対応
としての今回の訴訟は別であると考えている。県とし
ては、政府に対して、対話によって解決策を求める民
主主義の姿勢を粘り強く訴え、辺野古新基地建設阻
止、そして普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一
日も早い危険性の除去を求めていきたいと考えている
との答弁がありました。
　そのほか、訴訟を提起する意義及び公有水面埋立法
に基づく審査の経過などについて質疑がありました。
　採決に先立ち、無所属の会所属委員が退席し、採決
の結果、乙第１号議案は可否同数となり、委員長裁決
により、否決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ

○○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　この際、日程第１　乙第１号議案及び日程第２　甲
第１号議案を一括議題といたします。
　まず、乙第１号議案に関し、委員長の報告を求めま
す。
　米軍基地関係特別委員長照屋守之君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔米軍基地関係特別委員長　照屋守之君登壇〕
○○米軍基地関係特別委員長（照屋守之君）　おはよう
ございます。
　ただいま議題となりました乙第１号議案の議決議案
について、以下、委員会における審査の経過及び結果
を御報告申し上げます。
　委員会においては、知事公室長の出席を求め、慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第１号議案「訴えの提起について」は、埋立地用
途変更・設計概要変更承認申請を不承認とする処分に
係る裁決取消請求事件について訴えを提起するため、
地方自治法第96条第１項の規定に基づき、議会の議
決を求めるものである。
　主な内容は、国土交通大臣が令和４年４月８日付で
した変更不承認処分に係る裁決を取り消すこと、訴訟
費用は被告の負担とすることであるとの説明がありま
した。
　本案に関し、これまで総額約２億円余りの予算で
11件の訴訟をしてきたが、目に見える形で何が解決
したのかとの質疑がありました。
　これに対し、これまでの訴訟のうち、平成28年の
和解により３件の訴訟が取下げに至ったこと、和解に
より平成28年３月４日から同年12月26日までの289
日間工事が中断されたこと、訴訟により辺野古新基地
建設問題についての国民世論を喚起するなど一定の効
果があったものと考えている。また、県はこれまで普
天間飛行場の辺野古移設の問題についての集中協議、
政府・沖縄県協議会及び和解条項に基づく協議に関す
る作業部会など様々な形で政府との協議を行ってきて
いるが、特に和解後の政府・沖縄県協議会において普

城　間　　　旬　君
宮　城　　　亮　君
親富祖　　　満　君

議 事 課 課 長 補 佐
主 幹
主 査

政 務 調 査 課 副 参 事
主 幹
主 幹

上　原　　　毅　君
新　垣　伸　弥　君
嘉　陽　　　孝　君
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まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　次に、甲第１号議案に関し、委員長の報告を求めま
す。
　総務企画委員長又吉清義君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました甲第１号議案の予算議案について、以下、委
員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め、慎
重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第１号議案「令和４年度沖縄県一般会計補正予算
（第３号）」は、国土交通大臣が行った県の公有水面
埋立変更不承認処分を取り消す裁決の取消しを求める
抗告訴訟の提起に要する経費について補正予算を編成
するものである。
　補正予算案の総額は、歳入歳出それぞれ598万
3000円で、補正後の改予算額は、8883億3046万
6000円である。
　歳入の内訳は、繰入金である。
　歳出の内訳は、抗告訴訟の提起に要する経費である
との説明がありました。
  本案に関し、今回の訴訟に関する費用は今後増額せ
ずこの補正予算で完結するかとの質疑がありました。
　これに対し、訴訟の提起に関してはこの補正予算で
完結するが、弁護士の委託料以外に裁判所に提出する
専門家の意見書等の作成があった場合には、それらの
費用がかかることがあるとの答弁がありました。
　次に、これまでの訴訟にかかった費用の内訳はどう
なっているかとの質疑がありました。
　これに対し、これまでの訴訟に直接要した費用の総
額は9420万6026円、弁護士への法律相談や国地方係
争処理委員会への審査の申出、行政不服審査法に基づ
く審査請求に係る対応など、訴訟以外に要した費用の
総額は9001万600円、訴訟等に係る出張など旅費の

総額は3954万1400円となっており、これらの合計額
は２億2375万8026円であるとの答弁がありました。
　そのほか、抗告訴訟を提起する意義や経緯などにつ
いて質疑がありました。
　採決に先立ち、無所属の会所属委員が退席し、採決
の結果、甲第１号議案は賛成多数をもって、原案のと
おり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより討論に入ります。
  乙第１号議案及び甲第１号議案に対する討論の通告
がありますので、順次発言を許します。
　下地康教君。
　　　〔下地康教君登壇〕
○○下地　康教君　おはようございます。
　会派沖縄・自民党の下地康教であります。
　本議会甲第１号議案及び乙第１号議案について、反
対の立場から討論を行います。
　まず、当該議案の名称について申し上げたいと思い
ます。
　当該議案は、普天間飛行場代替施設用地公有水面埋
立承認願書に係るものである。乙第１号議案の概要説
明の中では、「普天間飛行場代替施設建設事業」と当
該埋立事業を表記しているが、甲第１号議案の一般会
計補正予算説明資料では、「辺野古新基地建設問題対
策事業費」と表記がなされています。つまり、甲第１
号議案と乙第１号議案の概要説明書の名称が異なって
いることになります。このような表記は、行政上異な
る事業として取り扱われることになります。元来、行
政手続上、事業内容が同一のものであれば事業名を変
えることがあってはならないはずであります。これま
で行政は、取り扱う書類において、事業名が一字一句
同一のものでなければ同一事業と見なさないことを民
間及び県民に対して厳しく指導してきたはずです。こ
こに至って行政自らその原則を打ち破り、県民に対
し、新たな基地を建設するための埋立事業であるかの
ごとく印象づけるため、あえて事業名を変えて行政を
進める態度は改めるべきであります。これは、県民に
対するまさに印象操作であります。同一事業内容であ
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る事業名を意図的に変更することは、行政上不適切な
行為であることをここに強く指摘しておきます。
　次に、埋立承認に係ることであります。
　公有水面埋立法第43条では、国において埋立てが
実施される場合は、都道府県知事の承認を受けること
となっています。また、同法第２条では、県を含む地
方公共団体及び民間において埋立てが行われる場合、
都道府県知事から免許を受けることになっています。
国の機関である沖縄防衛局は、普天間飛行場代替施
設用地公有水面埋立願書を県に提出し、2013年、平
成25年12月、当時の仲井眞知事が埋立願書を承認し
工事が着工されております。しかし、2015年、平成
27年10月に当時の翁長知事は、一坪たりとも埋立て
は許さないとして、仲井眞知事が承認した埋立てには
瑕疵があるとし、埋立承認を取り消しました。それ以
降、県と沖縄防衛局は、訴訟合戦を繰り返すことと
なったのであります。
　これまで本県においては、国や県及び市町村により
港湾や漁港並びに道路整備などにおいて数多くの埋立
事業が実施されてきた経緯があります。その件数を合
わせると、100件近くが沖縄県知事の認可により埋立
事業が実行されてきております。しかし、ここに至っ
て、国による普天間飛行場代替施設用地公有水面埋立
承認のみが、県知事から承認を受けた後、その承認が
取り消されるという、いまだかつてない事態が発生し
ています。これは、明らかに公有水面埋立法による県
知事の職権を悪用した不適切な行政行為であり、当該
埋立事業を妨げる行為であります。これでは、本来の
目的である普天間飛行場の早期危険性除去は遠のくば
かりであります。
　これまでの裁判の流れは、始めに2015年、平成27
年10月の翁長知事の埋立承認取消しを受けて、埋立
申請者である沖縄防衛局は、行政不服審査法に基づく
承認取消しに対する審査請求と、その結論が出るまで
の間、県知事の承認取消処分の効果を止めるための
執行停止申立てを行い提訴をしております。これに
対し、公有水面埋立てを所管する国土交通大臣は、
2015年、平成27年10月に執行停止申立てを認め、承
認取消しの効力を停止する判断を下しております。こ
れにより、国土交通大臣が知事に代わって承認取消し
の取消しが可能となり、沖縄防衛局は、同年11月に
埋立承認取消しの取消しを求める代執行訴訟を福岡高
裁那覇支部に提出しております。同年12月、当時の
翁長知事は、国土交通大臣による承認取消しによる執
行停止処分を違法とし、抗告訴訟を提起し、翌年２月
には併せて国土交通大臣の執行停止処分の取消しを求

める関与取消訴訟を提起しております。
　その後、これまでに提起された３つの訴訟は和解が
成立し、埋立工事は一時ストップすることになりまし
た。しかし、和解による工事再開のめどが立たない状
況で国は、県の不適切な対応から埋立承認取消しを含
む是正措置に県が従わないのは違法だとし、不作為違
法確認訴訟を起こしております。裁判の結果、普天間
基地の早期危険性除去のための埋立事業は、合理的で
あり、仲井眞前知事の当該埋立てに対する承認は合法
的判断であるとし、それを取り消した翁長知事の行為
は違法であるとの判決が下され、県は敗訴となってお
ります。これにより、当該埋立事業は、知事により承
認されたことが決定的となったのであります。
　埋立承認が確定したにもかかわらず、それ以降、県
による訴訟は敗訴が２件、係争中が３件となっていま
す。今回の抗告訴訟は、12件目となるところであり
ます。この事案の流れの中で、最も重要な裁判は、国
から提起された不作為違法確定訴訟で県が敗訴したこ
とにあります。つまり、この裁判で埋立承認を取り消
した県知事の行政行為は違法であるとの判断が下され
たことになります。
　これにより県は、判決の結果をすり替えていくこと
になります。公有水面埋立法第２条において、埋立事
業を行う者は、土地利用の内容及び埋立工事に係る設
計図書を添付して都道府県知事に願書を提出すること
になります。その際、添付される図書には、設計概
要、つまり想定される埋立護岸などの設計図書が含ま
れています。もちろん、環境アセスメント調査結果の
内容や埋立工事を実施する期間や事業完了後の環境影
響予測評価も添付書類に含まれることになります。
　当初、埋立願書に含まれる設計図書を作成する場
合、基礎的な調査においてその申請図面が作成されま
すが、ほとんどの場合、必ずと言っていいほど事業着
手後、現場において当初願書に添付した設計図面に変
更が生じてくる場合があります。その結果、埋立面積
や用途の変更が生じてくることになります。埋立事業
の最も重要なことは、公有水面を埋め立てることによ
る土地利用の目的とそれに伴う埋立面積であります。
それゆえに、設計図の変更が生じれば必ず埋立承認及
び免許権者である都道府県知事に設計概要の変更申請
を届け出なければなりません。これまで、100件近く
の埋立事業において免許または承認を適切に認可して
きた県知事が、普天間飛行場代替施設埋立工事のみに
対して時間と費用を費やすことは、普天間基地の早期
危険性除去どころか宜野湾市民の生命及び財産を守る
ことはできないということになります。
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　県は2016年、平成28年７月の不作為違法確認訴訟
での敗訴により、当該埋立承認を認めざるを得なくな
りました。そこで戦略を変え、公有水面埋立法による
県知事の職権を濫用し、埋立者による変更申請届出に
対し、その申請をことごとく不承認とする手段に切り
替えたことが伺えます。
　そこで県は、埋立者である沖縄防衛局による埋立地
用途変更・設計概要変更承認申請を公有水面埋立法に
よる県知事の職権で2021年、令和３年に不承認とし
ているところであります。それを受け沖縄防衛局は、
国土交通大臣に行政不服審査請求を行ったところ、国
土交通大臣より2022年、令和４年４月に県の変更不
承認処分を取り消す旨の裁決が行われています。今
回、県は国土交通大臣が裁決した変更承認処分を取り
消す裁判を提起するため今議案の提出となっていま
す。
　今後予想される裁判の行方として、訴訟合戦が常態
化することが予想されます。
　これから発生するであろう公有水面埋立法による設
計概要の変更申請等に対して、県は、国の申請をこと
ごとく不承認とし、国はその結果を受け、それに基づ
く行政不服審査により県の不承認を退けていく。そし
て退けられた県は、さらに抗告訴訟を提起し裁判で争
う。埋立事業が完了するまでに、今後、何回訴訟が提
起されるのか。その不毛な訴訟の応酬によって沖縄県
民が分断され、県民の血税が不要に浪費されていくこ
とになります。果たしてこれが県民の望む姿なのであ
ろうか。ここに大きな疑問が湧いてきます。
　普天間飛行場の代替施設建設は、26年前に日米両
政府が最も危険な基地である普天間飛行場の全面返還
の合意に基づいて約束されたものである。代替施設と
して決定された辺野古での埋立事業が、これまで11
件の訴訟で費やした費用は２億2300万円に上り、今
後訴訟が続く限り県民の費用負担はますます増加して
いく一方であります。
　最後に、これまで申し上げたとおり、今後不毛な訴
訟が繰り返されることが十分に予想されます。しかし
現場では、既に埋立予定面積の約25％、37ヘクター
ルの公有水面が埋め立てられ、工事が進んでいるとい
う現実であります。つまり、普天間飛行場代替施設で
ある辺野古の埋立事業は、翁長知事が埋立承認取消し
裁判に敗訴し、法的にその埋立てが承認され、これま
で埋立工事が着実に実施されてきたという事実であり
ます。
　知事は、辺野古は一坪たりとも埋立てを許さないと
公言していますが、現実は工事が進み陸地化が始まっ

ている状況があります。県知事が行っている裁判闘争
は、もはや現実的ではないというふうに考えます。知
事は、辺野古における埋立事業の現実を踏まえ、一坪
たりとも埋立てを許さないのではなく、不毛な裁判闘
争をやめ、この埋立事業をどのように決着させるのか
国との交渉の扉を開き、打開策を探るべきである。
　したがって、本議会に提案された２つの議案に対し
ては、反対の意見を表明し、議員諸氏の賛同を希望し
反対討論を閉じます。
○○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
　　　〔玉城健一郎君登壇〕
○○玉城　健一郎君　おはようございます。
　会派てぃーだ平和ネットの玉城健一郎です。
　乙第１号議案、甲第１号議案に対して賛成の立場か
ら討論をいたします。
　私が主張するのは主に３点であります。
　まず１点目、今回のものに関して、公有水面埋立法
の要件を満たしていないこと。
　不承認とした理由として、変更承認申請の内容が、
工期が当初の承認と比べ実質３倍以上になるなど、埋
立ての必要性や国土利用上の合理性が認められないこ
とに加え、軟弱地盤が海面から90メートルの深さに
及ぶＢ27地点において力学的試験を実施しておらず
災害防止への配慮が不十分であること、さらに、工事
に伴う水中音がジュゴンに影響を及ぼしていることが
否定できず、地盤改良に伴い海底地盤が最大14メー
トルの高さまで盛り上がる箇所の調査が不十分である
など、公有水面埋立法「環境保全及び災害防止に付き
十分配慮」の要件を満たしていないのは明らかであ
る。県からの指摘にも答えず、ずさんな計画を出した
ことに対して不承認を出すのは当然のことだと私は考
えます。
　次に２点目、辺野古反対の民意であります。
　辺野古新基地建設に反対する民意は、2014年及び
2018年の知事選、そして今回の県知事選挙や2019年
２月の県民投票で、揺るぎない形で明確に示されまし
た。特に、辺野古埋立ての是非を問う県民投票では、
投票総数の71.7％という圧倒的多数の辺野古埋立反
対の民意を示し、その県民の民意を無視し、工事を強
行していく国の姿勢は民主主義国家としてあるまじき
行為だと言わざるを得ません。
　また、日米安保をほとんどの国民が支持する中、国
土面積0.6％のこの沖縄に約70％の米軍専用施設が集
中する状況、それを戦後77年間も是正できていない
どころか負担が増していることが問題の本質でありま
す。普天間基地はもともと私たちの生活の場であっ
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た。取られた土地を返してもらうのに、なぜ私たちが
新しい土地を提供しなければならないのか。辺野古新
基地建設は約12年かかるとされ、軟弱地盤も見つか
り、本当に完成するかどうか、滑走路として使用でき
るのか分からないものとなっています。その間、宜野
湾市民、県民は危険性と隣り合わせの生活を強いられ
なければいけないのか。県内移設反対の圧倒的な民意
がある中、本当に完成するかどうか分からない辺野古
が唯一の解決策ととらわれていること自体が普天間の
危険性の放置にほかならないと思います。
　３点目、私人の救済措置を国が悪用していることに
ついてです。
　今回の裁決も含め、国が私人になりすまし、国民の
権利利益の救済を目的とする行政不服審査制度を利用
して、地方に関与する手法がまかり通れば、政府がそ
の方針に従わない地方公共団体の行政処分に対し、強
制的に意向を押し通すことができるようになり地方自
治は崩壊いたします。このため、地方自治体が行った
処分について、審査請求の手続を通じて大臣が関与す
る裁定的関与は、地方自治体が行った処分を取り消す
ことも可能であることから、地方分権改革に際し全国
知事会等から問題が提起されています。
　さらに、平成30年10月に沖縄防衛局が国土交通相
に対して行政不服審査法に基づく審査請求と執行停止
を申し立てたことについて、全国の行政法研究者110
人が、１、国が、公有水面埋立法により与えられた特
別な地位、固有の資格にありながら、一般私人と同様
の立場で審査請求を行うことは許されず違法行為にほ
かならない、２、撤回処分の適法・違法及び当・不当
の審査を国という行政主体内部において優先的にかつ
早期に完結させる意図から、国交相に審査請求等を行
わせたことは、審査庁に特に期待される第三者性・中
立性・公平性を損なわしめるものである、３、政府の
このような手法は、国民のための権利救済制度である
行政不服審査制度を濫用するものであり、法治国家に
もとるものと言わざるを得ないとする声明を発表して
います。
　このように、国が自らの意向を地方に押し通すため
に、私人の権利利益の救済制度である行政不服審査制
度を用いれば、地方自治はないがしろにされる。ま
た、内閣の一員である国土交通大臣の行った裁決が、
公平公正な判断であったとは到底言えません。
　県が行った公有水面埋立法に基づき適正に行った不
承認処分を取り消した裁決は違法であり、このような
裁決を放置することはできず、今回訴えを提起するこ
とは当然のことであり、訴訟合戦という批判は当たら

ないと考えています。
　以上のことから、乙第１号議案、甲第１号議案に賛
成いたします。
　議員の皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
　　　〔座波　一君登壇〕
○○座波　　一君　沖縄・自民党の座波一でございま
す。
　甲第１号議案、乙第１号議案に反対の立場で意見を
述べさせてもらいます。２つの議案は、普天間飛行場
代替施設建設事業に関わる訴訟問題と一体的な議案で
あるため、一括して反対討論とします。
　普天間飛行場の代替施設建設事業は、今から26年
前の1996年、日米両政府の間で普天間飛行場の返還
が合意され、その後、紆余曲折を重ね、2013年に仲
井眞沖縄県知事が辺野古埋立てを承認したことにより
始まった国の事業であります。
　しかし、2015年10月、辺野古埋立てに反対の立場
に転じた翁長前知事が、仲井眞元知事の承認に瑕疵が
あるとして承認を取り消して以来、沖縄県と国の裁判
闘争が今日まで続いているのであります。この裁判闘
争は、翁長知事時代の2015年から実に11件行われ、
うち沖縄県は、現在係争中１件も含め５件が敗訴し、
和解等による取下げが４件、係争中３件となっており
ます。これまでの訴訟費用には、約２億2300万円の
県民の血税が投入されているのであります。
　また、敗訴となった全ての判決で上告、控訴が棄却
されており、司法の場で明確に判断されております。
同様の訴訟で上告や控訴が５回も棄却されるというこ
と自体、沖縄県が辺野古の埋立てを阻止できる法的根
拠がないということが司法の場で明確にされたのであ
ります。法治国家において、法に基づいた行政を義務
とする沖縄県は、政治と行政の在り方、行政権限と訴
訟の関係について、いま一度整理しなければならない
のではないか。
　普天間飛行場の代替施設建設事業による辺野古埋立
てに反対する県民が多いという事実は尊重されなけれ
ばならず、また、その反対の意思は十分過ぎるほど示
されております。しかし、日米合意に基づき普天間の
危険性をなくすために、一日でも早く辺野古移設を進
めることに対しても、それを理解し、容認する県民も
多いのもまた事実であります。
　このたび玉城知事は２期目の当選を果たしました
が、辺野古埋立阻止という１期目における最重要公約
を果たすことなく、２期目もまた辺野古阻止を訴えて
当選したのでありますが、果たして玉城知事を支持し
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た県民は本当に辺野古の埋立てを阻止できると考え期
待しているのであろうか疑問であります。
　我々県議会は、普天間移設問題の賛否に関する沖縄
県民の潜在的な世論を尊重しつつも、辺野古に反対し
続けなければならない政治の理屈で主導し、県庁挙げ
て裁判闘争を続けることが果たして沖縄県民に必要と
なる県益につながるのか、未来の沖縄のための議論な
のか、方向性を見いださなければならない、そのよう
な時期に来ていると考えております。
　上告や控訴が棄却され、敗訴が続いていることに、
国が沖縄を門前払いし、沖縄県の自治権や県民の人権
が侵害されているとする論調は、辺野古埋立事業に至
る経緯から検証すれば、いかにも乱暴な理屈で自虐的
であり、裁判制度そのものを否定するもので、これこ
そ民主主義をないがしろにするものであります。
　辺野古の公有水面埋立ては、防衛省が公有水面埋立
法という手続法にのっとって沖縄県と事前協議を重
ね、沖縄県知事の免許を受け、埋め立てる権利を国か
ら付与されるものであり、公有水面埋立法は埋立事業
をあらゆる法律に沿って適正に進めるための法律であ
り、さらにこの承認手続に瑕疵がないことは裁判で証
明されているのであります。
　本会議の質疑に対して、普天間飛行場代替施設建設
事業が進むことが本県の利益を侵害し、地域の自然環
境を著しく侵害すると答弁していますが、普天間飛行
場周辺の安全性確保のための基地の移設が、なぜ沖縄
の自治権と県民の人権を侵害するのか、国が技術的に
建設は十分に可能だとする軟弱地盤で、なぜ県は不可
能と決めつけるのか、適正に承認を受けた環境保全対
策を拒否しているのは沖縄県ではないか、沖縄県の論
理はもう破綻していると言わざるを得ません。
　また、県は今回提訴するに当たり、提訴の理由とな
る勝てる根拠を示すことができず、勝算のない訴訟
は、まさに反対し続けざるを得ない政治闘争を裁判闘
争にすり替えた時間稼ぎでしかないのであります。
　また、裁判の判決を尊重するかの質疑に対し、現時
点で裁判の結果に対する対応について予断を持って答
えることはできないとし、一般論として行政は司法の
判断を尊重すると答弁しています。何とも煮え切らな
い含みのある答弁であります。法治国家の行政機関の
責任ある立場にある者として、判決に従うと明確に答
えるべきではないでしょうか。あたかも沖縄県は、今
回の判決の結果にかかわらず、まだまだ裁判を続ける
と言っているようなものであります。一体、沖縄県は
裁判を何だと思っているのでしょうか。ただただ工事
を引き延ばす手法でしかないということなんです。

　これまで普天間飛行場の代替施設建設事業に関連す
る訴訟費用に約２億2300万円という膨大な血税を投
入したにもかかわらず、その事業を完全に止めること
もできず、その目的は達成しておりません。訴訟行為
の費用対効果は全くないものであり、沖縄県の県益が
守られているわけでもありません。
　以上のことから、普天間飛行場の代替施設建設事業
は今後も着実に進むことはもう確実であります。甲第
１号議案と乙第１号議案による訴訟がその目的を達成
する可能性がないことは明確であります。反対し続け
ることが目的となった政治闘争を、行政権限の恣意的
濫用により裁判闘争へ持ち込んでいる。これらの訴訟
行為は結果として県民に多大な負担を強いているわけ
であり、県益に反する非建設的な裁判闘争を一日でも
早く終わらせるために、甲第１号議案と乙第１号議案
の２つの議案に反対するものであります。
　一人でも多くの議員諸氏の御賛同をよろしくお願い
申し上げまして反対討論といたします。
○○議長（赤嶺　昇君）　國仲昌二君。
　　　〔國仲昌二君登壇〕
○○國仲　昌二君　皆さん、こんにちは。
　会派立憲おきなわ、國仲昌二でございます。
　私は、乙第１号議案「訴えの提起について」及び甲
第１号議案「令和４年度沖縄県一般会計補正予算（第
３号）」について、賛成の立場から討論を行います。
　今回の抗告訴訟の提起は、沖縄防衛局が県に提出し
た公有水面埋立てに係る変更承認申請書について沖縄
県が不承認処分を行ったことに対し、沖縄防衛局が国
土交通大臣に対して行政不服審査法に基づき審査請求
を行い、国土交通大臣が県の不承認処分を取り消す裁
決を行ったことを、沖縄県が不服として裁決の取消し
を求めて抗告訴訟を提起するものであります。
　沖縄県は、沖縄防衛局が提出した変更承認申請の内
容が、工期を当初の承認と比べて実質３倍以上に長期
化するなど、埋立ての必要性や国土利用上の合理性が
認められないこと、軟弱地盤が海面から90メートル
の深さに及ぶＢ27地点において力学的試験を実施し
ておらず災害防止への配慮が不十分であること、さら
に、工事に伴う水中音がジュゴンに影響を及ぼしてい
ることが否定できず、地盤改良に伴い海底地盤が最大
14メートルの高さまで盛り上がる箇所の調査が実施
されておらず、環境保全への配慮が不十分であること
など、正当な理由を挙げ不承認処分といたしました。
　これに対し、沖縄防衛局長は、自らを私人と同じ立
場として審査請求を行っていますが、国の機関たる沖
縄防衛局長は私人では立ち得ない立場であるというの
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は明らかで、今回の不承認処分も固有の資格において
受けた処分に該当しており、今回の処分について私人
として審査請求を行うことは認められるはずがなく、
このような不適法な審査請求に対して行われた裁決は
無効であると言わざるを得ません。
　また、公有水面埋立法による埋立承認は、都道府県
が処理する法定受託事務であるにもかかわらず、沖縄
防衛局長が私人の立場で審査請求を行い、審査庁とな
り得ない国土交通大臣が承認取消処分を取り消す旨の
裁決を行ったことは、違法な国の裁定的関与であり、
沖縄県の持つ自治権を侵害するものであります。この
ことは、平成30年に沖縄防衛局が国土交通大臣に対
し行政不服審査法に基づく審査請求と執行停止を申し
立てたことについて、全国の行政法研究者110人が、
国が公有水面埋立法により与えられた特別な法的地
位、固有の資格にありながら、一般私人と同様の立場
で審査請求を行うことは許されず違法行為にほかなら
ない、政府のこのような手法は、国民のための権利救
済制度である行政不服審査制度を濫用するものであ
り、法治国家にもとるものと言わざるを得ない旨の声
明を発表したことでも明らかであります。
　今回のように国が私人になりすまし、行政不服審査
制度を利用して地方に関与し、政府の方針に従わない
地方公共団体に強制的に意向を押し通そうとするやり
方など、辺野古新基地建設に係る政府の対応は、米軍
再編交付金を交付する基準の在り方や一括交付金の減
額についての報道に見られることも含めて、民主主義
国家、地方自治制度の根幹に関わる重大な問題を顕在
化させております。
　このようなことが許されるはずはなく、また、沖縄
県が適正に行った不承認処分が、国の違法な裁決で取
り消されることにより沖縄県の利益が侵害されること
があってはならず、今回、抗告訴訟を提起することは
当然のことであります。
　よって私は、乙第１号議案「訴えの提起について」
及び甲第１号議案「令和４年度沖縄県一般会計補正予
算（第３号）」について賛成するものであります。
　議員各位におかれましては、御賛同賜りますようお

願いを申し上げまして、私の賛成討論といたします。
　ありがとうございました。
○○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
　これをもって討論を終結いたします。
　これより乙第１号議案及び甲第１号議案の採決に入
ります。
　議題のうち、まず、乙第１号議案を採決いたしま
す。
　本案に対する委員長の報告は、否決でありますの
で、原案について採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、可決することに賛成の諸君の起立を求めま
す。
　　　〔賛成者起立〕
○○議長（赤嶺　昇君）　起立多数であります。
　よって、乙第１号議案は可決されました。
　　　――――――――――――――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　次に、甲第１号議案を採決い
たします。
　本案に対する委員長の報告は、原案可決でありま
す。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の
諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○○議長（赤嶺　昇君）　起立多数であります。
　よって、甲第１号議案は、委員長の報告のとおり可
決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　今期臨時会の議会活動状況は、後ほど文書をもって
報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって令和４年第５回沖縄県議会（臨時会）
を閉会いたします。
　　　午前10時49分閉会
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